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入学者選抜について 

 

 

 

長崎県立西彼杵高等学校 

 

 

 

                                        〒857-2303  

                          長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷663番地 

                                         ℡ 事務室 ０９５９－２２－００４１ 

                                             職員室 ０９５９－２２－０４０５ 

１ 募集 

１ 募集学科・募集定員 

 学 科 名 募集定員 特別選抜定員 一般選抜定員 チャレンジ選抜定員 県外定員 

全日制課程 普
通科 

８０名 
１５名 

自己推薦①：１０名以内 
自己推薦②： ５名以上 

６５名 
ただし、全募集定員から
特別選抜の合格者数を

減じた数 

全募集定員から特別選
抜と一般選抜の合格者

数を減じた数 

５名以内 
（自己推薦②は 

２名以内） 

 

２ 通学区域 

 

特別選抜 

自己推薦① 長崎県全域 

自己推薦② 
県南学区：長崎市 西海市 西彼杵郡 
（ただし、令和８年度選抜における本校の学区の制限はなし） 

一般選抜 
県南学区：長崎市 西海市 西彼杵郡 
（ただし、令和８年度選抜における本校の学区の制限はなし） 

 チャレンジ選抜 長崎県全域 

 



２ 特別選抜 

１ 志願資格 

（１）自己推薦① 

文化・スポーツを含む主体的な活動で顕著な実績をもつと自ら認める者で、かつ本校に進学する強い意志

を持ち、下記の求める生徒像に合致する者で、原則として個別に本校から在籍中学校を通じて受検の案内が

あり、入学後も継続的に活動を希望する者。 

ただし、特別選抜の自己推薦①と自己推薦②を同時に志願してはならない。また、県外からの志願者は自己

推薦①の対象者から除く。 

（２）自己推薦② 

文化・スポーツを含む主体的な活動で顕著な実績をもつと自ら認める者で、かつ本校に進学する強い意志

を持つ者。 

なお、本校の育成したい生徒像・求める生徒像は下記参照。 

ただし、特別選抜の自己推薦①と自己推薦②を同時に志願してはならない。 

【育成したい生徒像】 

    ・主体的・協働的に学ぶ姿勢を持ち、高い志を持つ生徒 

    ・他人を思いやる豊かな心と心身ともに健康でたくましい生徒 

    ・ふるさとの課題を発見・解決し、将来地域社会に貢献する生徒 

【求める生徒像】 

    ・学習や部活動、学校行事、生徒会活動、ボランティア活動等に自主的・主体的に取り組む生徒 

・ふるさとへの愛着心と誇りを持つ生徒 

＜特別選抜において特に求める生徒像＞ 

・部活動の活性化や生徒会活動の充実に寄与し、地域に貢献できる生徒 

２ 特別選抜入学願書等の受付期間 

令和８年１月１３日（火）から １月１９日（月）まで（必着）とし、受付時間は９時～１６時（最終日は１５時）までと
する。郵送する場合は、必ず簡易書留とし、返信用封筒（角形２封筒）に切手（志願者３名以内：４９０円、４名～１１
名：５３０円、１２名～２０名：６２０円）を貼り付け返信先を記入したものを添えること。 

３ 志願の手続き 

（１）入学志願は、１校に限るものとする。 

（２）志願に係る各様式について、その用紙は、県教育委員会のホームページから取得することとする。（詳細は

「令和８年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」１１８ページを参照する。） 

（３）志願者は、特別選抜（自己推薦①・自己推薦②）入学願書及び写真票、特別選抜（自己推薦①または②）

自己推薦書を作成し、中学校長に提出する。その際、長崎県の電子申請システムを用いて選抜手数料（２,２

００ 円）を納付し、発行された整理番号（１２ケタ）を入学願書に記入すること。納付書を用いて選抜手数料

を納付した場合には、「納付済証」「納付済照合票」のそれぞれ原本を入学願書裏面に所定の欄に剥がれ

ないようにのり付けすること。その際、入学願書にのり付けする前には、「納付済証」「納付済照合票」の２つ

のコピーを必要枚数保管すること。 

（４）中学校長は、志願者から提出された入学願書等を自己推薦①、自己推薦②毎にまとめ、次の書類等と共に、

｢親展文書｣として本校校長に提出する。なお、いったん受理した入学願書等は、理由のいかんを問わず返還

しない。また、入学願書提出後の志願先の変更は認めない。 



① 志願者名簿（様式３－１） ※①・②別に作成する。 

② 調査書（様式６－１） ※令和７年１２月末日現在で作成する。 

③ 成績一覧表（様式６－２）  

④ 送り状（様式３－２） ※①・②別に作成する。 

 

（5）本校校長は、入学願書等を受理したときは、「受領書」（様式３－３）及び「受検票」（様式３－４）を交付する。

「受検票」は、検査の際、志願者が携帯して提示するものとする。 

（6）本校校長は、中学校長から送付された入学願書・調査書等に不明な事項や不備なところがあった場合には、

入学願書・調査書等を提出した中学校長に説明を求めることができる。 

（7）入学願書提出後、受検を取り消す者は速やかに中学校長に申し出ること。中学校長は、直ちに本校に電話

で届け出るとともに、「受検取消届」（別紙 本校独自様式）を本校校長に提出すること。 

 

４  選抜の方法と日程 

（１）自己推薦①・自己推薦②ともに、面接を実施する。 

（２）検査は、令和８年１月２７日（火）9 時３０分から実施する。 

当日 9 時に本校視聴覚室に集合すること。（出欠点検及び注意事項の伝達を行う。） 

１月２７日（火） 

時      間 日                 程 

9:00 集合、点検、諸注意伝達 

9:３0 ～ 面   接 

 

５  受検上の注意 

（１）受検者に対する注意事項は、令和８年１月２６日（月）１４時から１６時に、本校の下足室前に掲示する。 

（２）遅刻すると受検できないことがあるので、早めに登校すること。 

（３）検査場には、必ず受検票を持参すること。受検票を紛失したり忘れたときは、直ちに申し出ること。 

（４）上履きを持参すること。 

 

６ 合格発表 

日     時 内              容 場   所 

令和 8 年 1 月 30 日（金）14 時 00 分 合格者の受検番号のみ 本校ホームページ 

（１）合格者受検番号一覧は、高校から電子メールで中学校の学校代表アドレスへ送付する。 

 

７  合格とならなかった者の取扱い 

  （１）本校の特別選抜に志願し、合格とならなかった者は、「令和８年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要

領」に定める各課程の選抜の手続きにより、改めて希望する高等学校に出願することができる。 

  （２）本校の特別選抜に志願し、合格とならなかった者が、全日制課程及び定時制課程の高等学校を志願する場

合、選抜手数料は必要としない。ただし、出願に当たっては、必ず選抜手数料納付時に発行された整理番号

（12 ケタ）を入学願書に記入する。納付書で納入した場合は、「納付済証」「納付済照合票」のコピーを入

学願書の裏面にのり付けするものとする。 



３ 一般選抜 

１ 志願資格 

 公立高等学校の合格者となっていない者。 

 

２ 一般選抜入学願書等の受付期間 

令和8年2月2日（月）から ２月6日（金）まで（必着）とし、受付時間は９時～１６時（最終日は１５時）までと

する。郵送する場合は、必ず簡易書留とし、返信用封筒（角形２封筒）に切手（志願者３名以内：４９０円、４名～１１

名：５３０円、１２名～２０名：６２０円）を貼り付け返信先を記入したものを添えること。 

 

３ 志願の手続き 

（１）入学志願は、１校に限るものとする。 

（２）志願に係る各様式について、その用紙は、県教育委員会のホームページから取得することとする。（詳細は

「令和 8 年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」１１８ページを参照する。） 

（３）志願者は、一般選抜入学願書及び写真票を作成し、中学校長に提出する。その際、長崎県の電子申請シス

テムを用いて選抜手数料（２,２００ 円）を納付し、発行された整理番号（１２ケタ）を入学願書に記入すること。

納付書を用いて選抜手数料を納付した場合には、「納付済証」「納付済照合票」のそれぞれ原本もしくはコ

ピーを入学願書裏面に所定の欄に剥がれないようにのり付けすること。その際、入学願書に原本をのり付け

する前には、「納付済証」「納付済照合票」の２つのコピーを必要枚数保管すること。 

（４）中学校長は、志願者から提出された入学願書等をまとめ、次の書類等と共に、「親展文書」として本校校長

に提出する。なお、いったん受理した入学願書等は、理由のいかんを問わず返還しない。また、入学願書提出

後の志願先の変更は認めない。 

① 志願者名簿（様式３－１） 

② 調査書（様式６－１） ※令和 7 年１２月末日現在で作成する。 

③ 成績一覧表（様式６－２） 

④ 送り状（様式３－２） 

（５）本校校長は、入学願書等を受理したときは、「受領書」（様式３－３）及び「受検票」（様式３－４）を交付する。

「受検票」は、検査の際、志願者が携帯して提示するものとする。 

（６）本校校長は、中学校長から送付された入学願書・調査書等に不明な事項や不備なところがあった場合には、

入学願書・調査書等を提出した中学校長に説明を求めることができる。 

（７）入学願書提出後、受検を取り消す者は速やかに中学校長に申し出ること。中学校長は、直ちに本校に電話

で届け出るとともに、「受検取消届」（別紙 本校独自様式）を本校校長に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 選抜の日程 

 

５ 受検上の注意 

（１）受検者に対する注意事項は、令和 8 年 2 月 16 日（月）14 時から 16 時に、本校の下足室前に掲示する。 

（２）遅刻すると受検できないことがあるので、早めに登校すること。英語の聞き取りテスト実施中は、原則として遅刻

者は入室できないので留意すること。 

（３）検査場には、必ず受検票を持参すること。受検票を紛失したり忘れたりしたときは、ただちに申し出ること。また、

検査場には、時計は設置されていないので、留意すること。 

（４）検査場には、受検票、鉛筆（シャープペンシルも可、色鉛筆は不可）、消しゴム、鉛筆けずり、三角定規一組（分

度器などのついているもの、及び直定規は不可）、コンパスを持参すること（消しゴムのカバー、三角定規のケ

ース、コンパスのケースは持ち込み不可）。商標以外の文字のある鉛筆や計算機つき時計、辞書機能をもつ機

器等、検査の公平をそこなうおそれのある品物や携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、タブレット端末な

どの通信機器等の持参は認めない。なお、本校では下敷きの使用は禁止とし、ハンカチやティッシュペーパーな

どの所持品は文字などがプリントされていないもののみ認める。 

 

６ 合格発表 

日     時 内              容 場   所 

令和８年３月５日（木）14 時 00 分 合格者の受検番号のみ 本校ホームページ 

（１）合格者受検番号一覧は、高校から電子メールで中学校の学校代表アドレスへ送付する。 

 

７ 追検査 

  [１] 追 検 査 の 対 象 

（１）対象者 

      本人に責任を帰さないやむを得ない理由によって、本検査の一部又はすべてにおいて本検査場及び別室での

受検が困難な者に限る。 

（２）追検査の対象としては、原則として以下の事由によるものとする。 

① 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症、月経随伴症状等の体調不良、不慮の事故による骨

折等、本人に帰責されない身体・健康上の理由により、本検査を受検できないと判断された者。 

※各検査項目等の比重 調査書等：学力検査：面接 ＝  ４  ：  ５  ： １ 

２月１７日（火）  ２月１８日（水） 
時      間 日                 程 時      間 日                 程 

9:00 集合、点検、諸注意伝達 9:00 集合、点検、諸注意伝達 

9:40 ～10:30 国 語 の検査 9:40 ～10:30 社 会 の検査 

11:00 ～11:50 英 語 の検査 
(11:00～11:10 聞き取りテスト） 

11:00 ～11:50 数 学 の検査 

12:55 ～13:45 理 科 の検査 13:00 ～ 面   接 



② 検査当日の保護者の葬儀等、本検査の受検ができない相当の理由があると判断された者。 

  （２）受検の申請及び承認 

     「令和 8 年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」（16 ページ）に従って申請すること。 

① 受検の申請 

       中学校長は、追検査の受検希望があった場合は直ちに、本校校長に電話で連絡するとともに、令和 8 年 2 月

18 日（水）10 時までに「追検査受検願」（様式５－4）を本校校長に提出する。さらに中学校長は、令和 8 年 2

月 25 日（水）12 時まで（土曜日、日曜日は除く）に、「受検できなかった理由が正当であることを証明できる書

類（医師の診断書等）」を本校校長に提出する。 

     ② 受検の承認 

       本校校長は、追検査受検を承認したときは、追検査受検を承認する文書（様式５－5）及び追検査受検許可

証（様式５－6）を中学校長に交付する。なお、虚偽の申請が明らかになった場合は、合格及び入学を取り消す

こととする。 

  （３）追検査の実施期日及び日程 

３月3日（火） 

時      間 日                 程 

13:30 集合、点検、諸注意伝達 

14:00 ～15:00 追検査（小論文） 

15:20 ～ 面接 

  （４）合格者発表 

     令和 8 年 3 月 5 日（木）１４時 0０分に、本校ホームページにおいて受検番号のみを発表する。 

 

4 チャレンジ選抜 

１ 志願資格 

公立高等学校の合格者となっていない者。ただし、一般選抜で受検した公立高等学校（志願のみで受検しなか

った場合も含む。）には志願できないものとする。 

 

２ 入学願書等の受付期間 

令和８年３月６日（金）から３月１０日（火）まで（必着）とし、受付時間は９時～１６時（最終日は１５時）までとする。

郵送する場合は、必ず簡易書留とし、返信用封筒（角形２封筒）に切手（志願者３名以内：４９０円、４名～１１名：５

３０円、１２名～２０名：６２０円）を貼り付け返信先を記入したものを添えること。 

 

３ 志願の手続き 

（１）入学志願は、１校に限るものとする。 

（２）志願に係る各様式について、その用紙は、県教育委員会のホームページから取得することとする。（詳細は

「令和 8 年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」１１８ページを参照する。） 

（３）志願者は、チャレンジ選抜入学願書及び写真票を作成し、中学校長に提出する。その際、長崎県の電子申請

システムを用いて選抜手数料（２,２００ 円）を納付し、発行された整理番号（１２ケタ）を入学願書に記入す

ること。納付書を用いて選抜手数料を納付した場合には、「納付済証」「納付済照合票」のそれぞれ原本もし



くはコピーを入学願書裏面に所定の欄に剥がれないようにのり付けすること。 

（４）中学校長は、志願者から提出された入学願書等をまとめ、次の書類等と共に、「親展文書」として本校校長

に提出する。なお、いったん受理した入学願書等は、理由のいかんを問わず返還しない。また、入学願書提出

後の志願先の変更は認めない。 

① 志願者名簿（様式３－１） 

② 調査書（様式６－１） ※令和 7 年１２月末日現在で作成する。 

③ 成績一覧表（様式６－２） 

④ 送り状（様式３－２） 

（５）本校校長は、入学願書等を受理したときは、「受領書」（様式３－３）及び「受検票」（様式３－４）を交付する。

「受検票」は、検査の際、志願者が携帯して提示するものとする。 

（６）本校校長は、中学校長から送付された入学願書・調査書等に不明な事項や不備なところがあった場合には、

入学願書・調査書等を提出した中学校長に説明を求めることができる。 

（７）入学願書提出後、受検を取り消す者は速やかに中学校長に申し出ること。中学校長は、直ちに本校に電話

で届け出るとともに、「受検取消届」（別紙 本校独自様式）を本校校長に提出すること。 

４ 選抜の日程 

３月１２日（木） 
時      間 日                 程 
9:00 集合、点検、諸注意伝達 

9:３０ ～ 面   接 
 

５ 受検上の注意 

（１）受検者に対する注意事項は、令和 8 年 3 月 11 日（水）１４時から１６時に、本校の下足室前に掲示する。 

（２）遅刻すると受検できないことがあるので、早めに登校すること。 

（３）検査場には、必ず受検票を持参すること。受検票を紛失したり忘れたときは、直ちに申し出ること。 

（４）上履きを持参すること。 

６ 合格発表 

日     時 内              容 場   所 

令和 8 年３月１７日（火）９時３0 分 合格者の受検番号のみ 本校ホームページ 

（１）合格者受検番号一覧は、高校から電子メールで中学校の学校代表アドレスへ送付する。 

 

5 合格者オリエンテーション 

現在のところ、３月１9 日（木）を予定（変更の可能性あり）。正確な日程については、受検日当日に受検生本人

に通知する。必ず筆記用具を持参し、保護者同伴で登校すること。その際、本人・保護者とも上履きを持参すること。

やむを得ず都合がつかない場合は、事前に連絡をすること。  

 

６ その他 

障害等があるため、通常の方法による受検が困難と認められる場合、受検上必要と考えられる配慮措置につい

て申請を行うこと（様式４－１ 参考様式）。 


